
市政ピックアップ

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
総
務
課
職
員
係 

☎
２
６
‐
５
７
０
２

２
月
12
日
か
ら
副
市
長

が
就
任
す
る
予
定
で
す

　

平
成
27
年
12
月
18
日
に
開
催
さ
れ
た

市
議
会
12
月
定
例
会
で
、
副
市
長
に

矢
口
明
子
氏
（
49
歳
）
が
提
案
さ
れ
、

議
会
の
同
意
を
得
ま
し
た
。
２
月
12
日

か
ら
就
任
す
る
予
定
で
す
。

　

同
氏
は
、
平
成
13
年
に
東
北
公
益
文

科
大
学
専
任
講
師
、
平
成
17
年
に
同
大

学
助
教
授
、
平
成
25
年
か
ら
同
大
学
教

授
と
し

て
務
め

ら
れ
ま

し
た
。

日
時
／
１
月
10
日
㈰
午
後
１
時
30
分
〜

（
受
け
付
け
は
午
後
０
時
30
分
〜
１
時

20
分
）
▼
場
所
／
希
望
ホ
ー
ル
▼
対
象

／
本
市
在
住
ま
た
は
本
市
出
身
の
平
成

７
年
４
月
２
日
〜
平
成
８
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
方
▼
持
ち
物
／
案
内
は
が
き

（
当
日
忘
れ
た
方
や
な
く
し
た
方
も
入

資
格
／
本
市
在
住
か
本
市
に
勤
務
先
が

あ
り
、
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
く
、
現

在
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親

族
が
い
て
、
収
入
が
公
営
住
宅
法
の
基

準(

一
般
世
帯 

15
万
８
千
円
以
下
、
高

齢
者
・
障
が
い
者
・
中
学
校
卒
業
前
の

子
ど
も
が
い
る
世
帯 

25
万
９
千
円
以

下)

に
適
合
す
る
方
▼
入
居
日
／
２
月

19
日
㈮
▼
家
賃
／
収
入
に
よ
る
▼
敷
金

／
家
賃
３
か
月
分
▼
申
し
込
み
／
１
月

６
日
㈬
〜
14
日
㈭
に
申
込
書
を
市
役
所

３
階
建
築
課
公
営
住
宅
係
ま
た
は
各
総

合
支
所
建
設
産
業
課
へ
。
申
込
書
は
窓

口
で
記
入
し
、
そ
の
場
で
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す

◆
申
込
書
、
応
募
の
手
引
き
は
市
役
所

５
階
建
築
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
建
設

産
業
課
に
あ
り
ま
す
。

◆
抽
選
の
際
、
ひ
と
り
親
世
帯
、
高
齢

者
世
帯
、
障
が
い
者
世
帯
な
ど
は
優
先

措
置
（
２
回
抽
選
）
が
あ
り
ま
す
。

公
共
賃
貸
住
宅

　

収
入
月
額
が
15
万
８
千
円
を
超
え
25

万
９
千
円
以
下
の
方
を
対
象
に
し
た

フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
の
住
宅
で
す
。

場
で
き
ま
す
）

◆
式
典
開
始
前
に
会
場
を
閉
じ
ま
す
の

で
、
午
後
１
時
20
分
ま
で
に
入
場
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
市
役
所
東
側
駐
車
場
は
、
式
典
が
始

ま
る
前
は
新
成
人
の
降
車
場
所
と
な
り

駐
車
を
一
部
制
限
し
ま
す
が
、
式
典
が

始
ま
っ
て
か
ら
は
待
ち
合
わ
せ
の
駐
車

場
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

◆
乗
り
合
わ
せ
の
来
場
に
協
力
し
て
く

だ
さ
い
。
駐
車
場
は
希
望
ホ
ー
ル
立
体

駐
車
場
、
中
町
パ
ー
キ
ン
グ
、
中
町
第

２
パ
ー
キ
ン
グ
日
和
、
市
営
地
下
駐
車

場
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
受
付
で
駐

車
券
を
渡
し
ま
す
。

◆
会
場
付
近
の
道
路
は
非
常
に
混
み
合

い
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て

来
場
し
、
係
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

◆
日
程
な
ど
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

市
営
住
宅

　

今
回
は
単
身
用
住
宅
の
募
集
は
あ
り

ま
せ
ん
。

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
社
会
教
育
課

社
会
教
育
係 

☎
２
４
‐
２
９
９
３

成
人
式
は
人
生
の
新
た
な
一
歩
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

成
人
式
は
１
月
10
日
㈰

2期工事部分
東側駐車場

希望ホール

希望ホール
立体駐車場

若葉旅館

新庁舎

希望ホール
立体駐車場

　　  ：新成人
乗降場所

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
建
築
課
公
営
住
宅
係 

☎
２
６
‐
５
７
４
７

市
営
住
宅・公
共
賃
貸
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
住
宅

所
在
地

募
集

戸
数

畳
数
・
階
数
等

八
森
団
地

市
条
字

上
川
原

1

８
・
６
・
６
・

Ｌ
Ｄ
Ｋ　

1
階
Ⓟ

松
山
サ
ン
ハ

ウ
ス

字
山
田

1

８
・
８
・
６
・
６
・

Ｄ
Ｋ　

1
階
Ⓟ

※
高･

介･

障
：
65
歳
以
上
の
高
齢
者
、
要
介
護
認
定
者
、
障
が
い
者(

身

体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
、
療
育
手

帳
Ａ)

が
い
る
世
帯
（
単
身
不
可
）

Ｋ
＝
台
所　

Ｄ
＝
食
事
室　

Ｌ
＝
居
間　

Ⓟ
＝
駐
車
場
１
台
有
り

募
集
住
宅

所
在
地

募
集

戸
数

畳
数
・
階
数
等

住
吉
住
宅

光
ケ
丘

一
丁
目

1

4.5
・
4.5
・
３
・
Ｋ 

１
階

新
橋
二
丁
目
住
宅

新
橋

二
丁
目

1

６
・
4.5
・
３
・
Ｋ 

４
階
Ⓟ

千
日
住
宅

住
吉
町

1

６
・
３
・
Ｄ
Ｋ 

１
階

新
橋
五
丁
目
住
宅

新
橋
五
丁
目

1

６
・
３
・
Ｄ
Ｋ 

１
階

第
一
川
南
ア
パ
ー
ト
若
宮
町

一
丁
目

1

６
・
６
・
３
・
Ｋ 

４
階
Ⓟ

第
二
川
南
ア
パ
ー
ト
若
宮
町

一
丁
目

1

６
・
4.5
・
4.5
・
Ｋ 

４
階
Ⓟ

第
三
川
南
ア
パ
ー
ト
若
宮
町

一
丁
目

1

６
・
６
・
4.5
・
Ｋ 

４
階
Ⓟ

第
四
川
南
ア
パ
ー
ト
若
宮
町

一
丁
目

1

６
・
６
・
4.5
・
Ｋ 

１
階
Ⓟ

光
ケ
丘

第
一
ア
パ
ー
ト

光
ケ
丘

二
丁
目

1

６
・
６
・
4.5
・
Ｋ 

２
階
Ⓟ

旭
新
町

第
一
ア
パ
ー
ト

旭
新
町

1

６
・
６
・
６
・
Ｄ
Ｋ

３
階
Ⓟ

旭
新
町

第
二
ア
パ
ー
ト

旭
新
町

1

６
・
６
・
4.5
・
Ｄ
Ｋ

３
階
Ⓟ

旭
新
町

第
五
ア
パ
ー
ト
※

旭
新
町

1

10
・
６
・
Ｄ
Ｋ

１
階
Ⓟ

静
ケ
台

第
三
ア
パ
ー
ト

光
ケ
丘

一
丁
目

1

８
・
６
・
Ｄ
Ｋ 

３
階
Ⓟ

八
森
団
地

市
条
字

上
川
原

1

６
・
８
・
６
・
Ｌ
Ｄ
Ｋ

１
階
Ⓟ

小
泉
団
地

小
泉
字
道
南

1

６
・
６
・
4.5
・
Ｋ 

1
階
Ⓟ

城
西
団
地

字
山
田

1

８
・
7.5
・
６
・
Ｌ
Ｄ
Ｋ

1
階
Ⓟ

片
町
住
宅

字
片
町

1

８
・
６
・
Ｄ
Ｋ 

1
階

飛
鳥
第
一
団
地

飛
鳥
字

契
約
場

1

８
・
６
・
６
・
Ｌ
Ｄ
Ｋ

1
階
Ⓟ

砂
越
粕
町
団
地

砂
越
字
粕
町

1

６
・
６
・
4.5
・
Ｌ
Ｄ
Ｋ

1
階
Ⓟ

4



市政ピックアップ

●お問い合わせ／市総務課総務係 ☎26‐5700
市外にお住まいの方にふるさと納税をお知らせください

条例（案）や計画（案）への意見募集（パブリックコメント）

　ふるさと納税は、納税者が自分の意思により、税金
の一部を生まれ育ったまちや進学、転勤などでゆか
りのあるまちなどに寄付することができる制度です。
個人納税者がふるさと納税した金額を確定申告する
と、金額に応じて住所地の個人住民税や所得税が軽
減されます。
　酒田を離れて暮らす家族や親戚、友人、知人に紹介
していただき、ふるさと酒田への応援をお願いします。

ふるさと酒田便をお送りします

　酒田市外にお住まいで、１万円以上のふるさと納
税をされた方に本市の特産品をお送りします。ふる
さと酒田便は、酒田市の特産品であるお米、日本酒、

　酒田市歯と口腔の健康づくり推進条例（案）、酒田市過疎地域自立促進計画（案）、第２次酒田市子ども読
書活動推進計画（案）への意見募集（パブリックコメント）を次の通り実施します。
意見募集期間／1月4日㈪～25日㈪

▲

意見を提出できる方／本市に住所を有する方、本市に事務所や事業所を
有する方、本市の事務所や事業所に勤務する方、本市の学校に在学する方、本市に納税義務のある方、意見
募集に係る事案に利害関係を有する方

▲

意見の提出方法／直接持参するか、郵便、ファクシミリ、Ｅメール
で提出

◆詳しくは公表資料をご覧ください。公表資料は市ホームページにも掲載します。
◆寄せられた意見は市の考えと共に後日公表します。
◆個々の意見に対する直接回答は行いません。

漬物、果物、菓子類、工芸品などを用意しています。
　また日本海総合病院で、P

ペット

ET／CT検査や人間ドッ
クが受診できるコース（20万円以上）もあります。
申し込み／1月5日㈫正午～ふるさと納税ポータル
サイト「ふるさとチョイス」から直接申し込むか、市
ホームページから寄付申込書をダウンロードまたは
印刷し、Ｅメール、郵送またはファクシミリで市総務
課総務係へ 626‐3688
納入方法／郵便局で払い込み・金融機関から振り込
み・クレジットカード払い 
◆詳しくは市総務課総務係へ問い合
わせるか、市ホームページをご覧く
ださい。

名　　称
 酒田市歯と口腔の健康づくり
推進条例（案）

 酒田市過疎地域自立促進計画
（案）

 第２次酒田市子ども読書活動
推進計画（案）

公表資料の
備え付け場所

市民健康センター、市役所2階
行政情報閲覧コーナー、各総
合支所地域振興課

市役所4階政策推進課、市役所
2階行政情報閲覧コーナー、各
総合支所地域振興課

中央図書館、ひらた図書セン
ター、八幡分館、松山分館、市役
所2階行政情報閲覧コーナー、
教育委員会管理課、各総合支
所地域振興課

意見の提出先

〒998‐0036、酒田市船場町2丁目
1‐30、酒田市健康課へ 624‐5778
Eメール kenko@city.sakata.
lg.jp

〒998‐8540（住所不要）、酒田
市政策推進課へ 626‐3688
Eメール seisaku@city.sakata.
lg.jp

〒998‐0034、酒田市中央西町2‐
59、中央図書館へ 624‐2980
Eメール info-lib@city.sakata.
lg.jp

お問い合わせ 市健康課健康係 ☎24‐5733 市政策推進課政策推進係 ☎26‐5704 中央図書館 ☎24‐2996

▲市ホームページ
　QRコード
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